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説明項目
１．訪問看護計画等の作成
２．勤務体制の確保等
３．業務継続計画の策定
４．衛生管理等
５．虐待の防止
６. 身体拘束の廃止
７．令和６年度介護報酬改定（抜粋）
８. 令和８年度介護報酬改定等（介護職員等処遇改善加算）
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（１）訪問看護計画書は、看護師等が利用者の希望、心身の状況及
び主治医の指示等を踏まえ看護目標、具体的なサービス内容等
を記載し、作成すること。

（２）訪問看護計画書は、既に居宅サービス計画等が作成されてい
る場合は、居宅サービス計画に沿って作成すること。

（３）訪問看護計画書を作成後に居宅サービス計画が作成された場
合は、当該訪問看護計画書が居宅サービス計画に沿ったものか
確認し、必要に応じて変更すること。

１．訪問看護計画等の作成
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（４）看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その
主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、
利用者の同意を得ていること。

（５）看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該
訪問看護計画書を利用者に交付すること。

１．訪問看護計画等の作成
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（１）指定訪問看護ステーション（病院又は診療所以外の指定
訪問看護事業所）における看護職員（保健師、看護師又は
准看護師）の員数については、常勤換算方法で2.5以上であ
ること。

（２）指定訪問看護ステーションの人員基準として、看護職員
のうち１名は常勤であること。

２．勤務体制の確保等
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（３）指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看
護師であること（医療機関における看護、訪問看護又は
訪問指導の業務経験を有すること）。

（４）適切なサービス提供を確保する観点から、職場において
行われる性的な言動（セクシャルハラスメント）、優越的
な関係を背景とした言動（パワーハラスメント）等により
、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針
の明確化等の必要な措置を講 ずること。

２．勤務体制の確保等
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【目的】
感染症・非常災害の発生時において、
（１）利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため
（２）早期の業務再開を図るため
業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じる。

※ BCP … Business Continuity Plan

３．業務継続計画（BCP)の策定
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（１）感染症にかかる計画策定（記載項目）
① 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止
に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）

② 感染者が発生した場合の対応（初動対応）

③ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃
厚接触者への対応、関係者との情報共有等）

３．業務継続計画（BCP)の策定
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（２）非常災害にかかる計画策定（記載項目）
① 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等の
ライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）

② 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）

③ 他施設及び地域との連携

３．業務継続計画（BCP)の策定

9



（３）研修及び訓練
従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練（シミュレーション）を定期的（年１回
以上）実施すること。

（４）計画の見直し
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うこと。

３．業務継続計画（BCP)の策定
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〇 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないため
の措置を講ずること。

（１）事業所における感染症の発生の予防及びまん延防止の
ための対策を検討する「委員会」をおおむね６月に１回
以上開催するとともに、その結果について、従業者に周
知徹底を図ること。

４．衛生管理等
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（２）事業所における感染症の発生の予防及びまん延防止のた
めの指針を整備すること。
①平常時の対策（事業所内の衛生管理（環境整備等）、ケアにかかる
感染対策（手洗い、標準的な予防策）等）
②発生時の対応（発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健
所等の関係機関との連携等）

４．衛生管理等
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（３） 事業所において、従業者に対し、感染症の発生予防及
びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ
と。
①研修・・・事業所で作成した指針に基づいた研修計画を

作成し定期的な教育（年１回以上）を行う。
②訓練・・・平常時から実際に感染症が発生した場合を想定

し、定期的（年１回以上）に訓練（シミュレーシ
ョン）を行う。

４．衛生管理等
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〇 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講ずるこ
と。

（１）虐待の防止のための対策を検討する「委員会」を定期的
に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底
を図ること。
① メンバーは管理者を含む幅広い職種で構成し、構成メ
ンバーの責務及び役割分担を明確にする。
② 記録（研修記録等）を残す。

５．虐待の防止
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（２）虐待の防止のための「指針」を整備すること。指針には
次の①～⑨項目を盛り込むこと。
① 虐待の防止に関する基本的な考え方
② 法人や事業所内の組織に関すること
③ 職員研修に関する基本方針
④ 虐待発生時の対応方法に関する基本方針

５．虐待の防止
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⑤ 虐待発生時の相談・報告体制に関すること
⑥ 成年後見制度の利用支援に関すること
⑦ 虐待等に係る苦情解決方法に関すること
⑧ 利用者等に対する指針の閲覧に関すること
⑨ その他、虐待防止の推進のために必要なこと

５．虐待の防止
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（３）従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的（年
１回以上）に実施すること。

① 指針に基づいた「研修計画」を作成し、従業者に対し、適
切な知識を普及、啓発するための定期的な研修を実施する
こと。（事業所内の研修で構わない）

② 研修の記録には、開催日時、場所、出席者及びその研修
に使用した資料等を残すこと。

５．虐待の防止
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（４）（１）から（３）までに掲げる措置を適切に実施する
ための担当者を置くこと。
虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務める

のが望ましい。

（５）運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」
を記載すること。

５．虐待の防止
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（１） サービスの提供に当たって、利用者又は他の利用者等
の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除
き、身体的拘束等を行ってはならない。

（２） 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ
の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を
記録しなければならない。
※切迫性、非代替性、一時性を満たすことを組織として確
認するとともに、当該記録を２年間保存。

６．身体拘束の廃止
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〇 緊急時訪問看護加算（訪問看護）
【算定要件】
① 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求め
られた場合に常時対応できる体制にあること(加算Ⅰ・加算Ⅱ)。

② 緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する十分な業務管理
等の体制の整備が行われていること(加算Ⅰ)。

７．令和６年度介護報酬改定
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〇 緊急時訪問看護加算（訪問看護）
＜注意事項＞
② 加算Ⅰを算定する場合、次に掲げる項目のうち、ア又はイを含む
いずれか２項目以上を満たす必要があること。

ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が２連続（２回）まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

７．令和６年度介護報酬改定
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⑴ 改定の目的

〇「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和7年度）において、「介護分野の職員の処
遇改善については、（中略）他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和８年度介護報酬改
定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえて、令和９年度介護報酬改定を待た
ずに、期中改定が実施されるもの。

８.令和８年度介護報酬改定等(介護職員等処遇改善加算）

⑵ 改定の内容

ア 今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大。

イ 処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に

処遇改善加算を新設。

➤ 処遇改善加算により、介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円

（3.3％）の賃上げを実現する措置が実施される。

※「月1.0万円」の記載について、実際の補助額は、「月1.0万円」相当等の改善が生じ
るよう、サービス種別ごとに国が定めた交付率を乗じて算定されることから、必ずしも
記載の相当額と同額になるとは限らないので、御留意ください。
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８.令和８年度介護報酬改定等(介護職員等処遇改善加算）

⑶ 加算取得要件（新規対象サービス）

ア 令和８年度特例要件：①、②のいずれかの要件を満たすこと。
① 訪問、通所サービス等 →ケアプランデータ連携システムに加入（※）＋実績報告

※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、利用又は取得の誓約で算定可能
とする。

② 社会福祉連携推進法人に所属していること。
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８. 令和８年度介護報酬改定等（介護職員等処遇改善加算）

⑶ 加算取得要件（新規対象サービス）

イ 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件：①～③の全ての要件を満たすこと。

① キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等）
➤職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに
応じた賃金体系を整備すること等。

② キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）
➤職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画
に係る研修の実施または研修の機会を確保すること等。
a 研修機会の提供又は技術指導等の実施、職員の能力評価
b 資格取得のための支援（勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等）の実施

③ 職場環境等要件
➤６つの区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）取り組むこと。
※次ページ参考 26
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８. 令和８年度介護報酬改定等（介護職員等処遇改善加算）

⑶ 加算取得要件（新規対象サービス）

【参考】職場環境等要件（ⅰ～ⅲ※）
※ⅰ～ⅲについては、区分ごとに１つ以上取り組むこと。

区分 内容

①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築（採用

の実績でも可）

④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとす

る者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中

堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

⑦エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入

⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員

への転換の制度等の整備

⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上の休暇を年に●回取得、

付与日数のうち●％以上を取得）を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを

行っている

⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行って

いる

ア 入職促進に向

けた取組

イ 資質の向上や

キャリアアップに

向けた支援

ウ 両立支援・多

様な働き方の推進

ⅰ

ⅱ

ⅲ
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２ 介護職員等処遇改善加算について

⑶ 加算取得要件（新規対象サービス）

【参考】職場環境等要件（ⅳ～ⅵ※）
※ⅳ及びⅵについては、区分ごとに１つ以上、ⅴについては２つ以上、取り組むこと。

ⅳ

ⅴ

ⅵ



８. 令和８年度介護報酬改定等（介護職員等処遇改善加算）

(4) 加算率

〇新規対象サービスにおける加算率

※介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記

(5) 賃金改善の実施に係る基本的な考え方

〇介護サービス事業者等は、処遇改善加算として算定した額に相当する金額を原資として、
介護職員その他の職員の賃金改善（基本給、手当及び賞与等。退職手当を除く。）を実施し
なければならない。

〇賃金改善は、対象とする賃金項目を特定したうえで実施することとし、原則として、賃金
水準を低下させてはならない。
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処遇改善加算の届出等

８. 令和８年度介護報酬改定等（介護職員等処遇改善加算）

申請

実績報告

処遇改善実施

体制届出処遇改善加算計画書加算算定開始時期

６月15日６月15日６月分から（年度初め）ア

加算を算定する前月
の15日

加算を算定する前々月
の末日

６月以降分から
（年度途中）

イ

・ ６月から算定を受ける場合、６月15日までに申請

・ ６月以降から算定を受ける場合、前々月の末日までに申請

【申請期限】

・ 事業者において、職員の賃金改善を目的とした賃金改善を適切に実施

・ 例年、翌年度の７月末までに実績報告を提出
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